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第１章 計画の基本的事項 

 

 

１ 計画策定の背景と目的 

座間市（以下「本市」という。）では、環境問題が国内にとどまらず、地球規模まで

広がる中で、生活環境や自然環境、地球環境の保全の推進が必要不可欠であることから、

本市の環境行政の方向性を示す「座間市環境保全行政施策推進指針（以下「指針」とい

う。）」を平成９年１１月に策定しました。 

 

「座間市環境保全行政施策推進指針」 

 ○５本の柱（重点的な環境目標） 

Ⅰ 緑（緑の保全と創造をもって、豊かな緑を守り育てる指針） 

 Ⅱ 水（豊かな、清らかな地下水、湧水を守り育てる指針） 

 Ⅲ 大気（澄み、きれいな空気を守り育てる指針） 

 Ⅳ 資源・廃棄物（資源を有効に利用する指針） 

 Ⅴ 環境学習（人と環境とのかかわりの理解を深める指針） 

 

この指針に基づき、「「市民」「事業者」「行政」の行動計画書」を策定し、三者が

一体となって環境保全に取り組んできました。また、第三次座間市総合計画（平成３年

度～平成２２年度）の基本目標の一つであった「水かがやき 緑かおり 風おどる空間」

の实現を環境面から目指し、環境施策を展開してきました。  

  しかし、環境問題がさらに複雑多岐に渡る問題となり、将来の世代に重大な影響を及

ぼすことが懸念されるようになったこと、また、指針による環境行政の推進は实効性に

欠けるという問題点があったことから、様々な環境問題に総合的、効果的に対応するた

め、基本理念を掲げ、地域の自然、風土、産業、都市構造などを踏まえ、計画的な環境

行政を推進することを目的に、平成２４年４月に「座間市環境基本条例（以下「基本条

例」という。）」を施行しました。 

  このような背景から、指針策定後の社会動向の変化、新たな課題などを踏まえ、具体

的な行動計画や数値目標を設定し、これまで以上に市・市民・事業者が協働し、本市の

良好な環境を将来の世代に引き継ぐため、「座間市環境基本計画（以下「本計画」とい

う。）」を策定します。 

 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、基本条例第３条に定められた基本理念の实現に向け、同条例第９条に基づ

き策定します。 

   

 

 



3 

 

座間市環境基本条例（抜粋） 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、市の施策の策定等における市、市民及び事業者との協働

を通じて、全ての市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要となる良好な環境の

实現を図り、地域の歴史、風土、文化、暮らし、景観等を守り生かしながら、これを将

来の世代に継承していくことを旨として行わなければならない。 

２ 地球環境保全は、人類共通の課題であり、地域環境が地球環境に深く関わっているこ

とから、市、市民及び事業者が自らの課題であると捉え、それぞれの日常生活及び事業

活動において、自主的かつ積極的に推進されなければならない。 

 

（環境基本計画） 

第９条 市長は、市における総合的かつ計画的な環境行政の推進を図るため、座間市環境

基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。 

 

 

本計画は、平成２３年４月にスタートした「第四次座間市総合計画」に基づき、市の

将来都市像を实現するための環境分野に関する計画でもあり、本市が策定した地下水、

ごみ（一般廃棄物）、まちづくり、緑などに関する様々な計画とも調和、連携を図りま

す。 

 

【環境基本計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四次座間市総合計画 

（平成２３年度～平成３２年度） 

<関連計画> 

地下水保全基本計画 

一般廃棄物処理基本計画 

都市マスタープラン 

緑の基本計画 

景観計画 
連携 

調和 

座
間
市
環
境
基
本
条
例 

 

＜望ましい環境像＞ 

「豊かな水と緑を守り育て 未来へつなぐ  

人と環境にやさしいまち ざま」 
 

座間市環境基本計画 
（平成２６年度～平成３２年度） 
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３ 計画の期間 

   本計画は、２１世紀半ばを見据えた長期的な地域の環境づくりを目指し、实効性を確

保するため、上位計画である「第四次座間市総合計画」と整合を図り、平成２６年度か

ら平成３２年度までの７年間を計画期間とします。 

   ただし、計画の期間内においても、必要に応じて適宜見直すこととし、計画が今後の

社会経済状況などの変化に適応できるように努めます。 

 

【計画の期間】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年度  平成 26年度                    平成 33年度 

 

４ 計画の対象範囲 

本計画における環境の範囲は、緑、水、騒音、ごみなどの身近な環境から地球温暖化

などの地球規模の環境まで、幅広い環境を対象とします。 

 

【環境の範囲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 

第四次座間市総合計画【１０年間】 

平成２３年度～平成３２年度 

 

 

座間市環境基本計画【７年間】 

平成２６年度～平成３２年度 

 

 

次期総合計画 

 

 

次期環境基本計画 

 

 

適宜見直し 

エネルギー 

環境負荷の尐ない行動 

緑 生物 

大気・水質・土壌 

ごみ 

景観 

歴史・文化 

騒音・振動 

地球環境 

環境教育・学習 

農地 地球温暖化 自然環境 

都市環境 生活環境 
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５ 計画の推進主体 

   本計画は、市・市民・事業者が推進主体です。 

環境問題には、身近な問題から地球規模の問題まであり、それらの解決のためには、

地域における取組みを推進し、積み重ねることが必要不可欠であり、それぞれの主体が

参加、連携・協働することで取組みを進めます。 

   本計画の第４章では、条例で掲げる６つの基本的施策を着实に推進するための各主体

の役割と具体的な施策を記述しています。 

  

 

【計画の推進主体とその役割】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加、連携・協働

による環境の保全

及び創造への 

取組み 

 

・環境政策の推進 

・環境情報の発信 

・庁舎内での環境配慮活動 など 

 

市 

 

・環境問題への興味、関心 

・日常生活での環境配慮活動 

・環境保全活動への参加 など 

 

・従業員の環境保全意識の啓発 

・環境保全活動の企画と参加 

・地域活動への参加 など 

事業者 市民 
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６ 計画の構成 

   本計画の構成は、以下のとおりです。 

 

【計画の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の基本的事項 

    計画の策定の背景、目的、期間、対象範囲、推進主体 

    といった基本的な事項について 

第２章 座間市の現状と課題 

    人口、土地利用などの本市の概況と環境の現状と課題

について 

第３章 望ましい環境像と計画の目標 

    本市が目指す将来の環境のすがた（望ましい環境像）と

その实現に向けた計画の目標について 

第４章 施策の展開 

    本市が展開する環境施策（計画の柱、具体的施策（市の

事業））、市・市民・事業者の役割、進行管理指標及び市

民などの参加、協働に向けた取組みについて 

第５章 計画の推進体制と進行管理 

    計画の推進体制と進行管理の方法について 
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第２章 

座間市の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 座間市の概況 

２ 環境の現状と課題 
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第２章 座間市の現況と課題 

 

 

１ 座間市の概況 

（１）座間市の位置と地勢 

本市は、東京から西南へ約４０km、横浜から西へ約２０kmのところにあり、神奈川県の

ほぼ中央に位置しています。 

市域は、東部は相模原台地注、中央部は座間丘陵、西部には相模川に沿った沖積低地が

広がり、さらに低地部には相模川、鳩川が、相模原台地部には目久尻川が南北方向に流れ、

起伏に富んだ地形を構成しています。 

相模原台地に降った雨が地下に浸透して地下水となり、北から南へ流れ、本市で湧き出

しており、昔から湧水や地下水を利用した生活や、農業、工業などに地下水を利用した産

業の形態が見られ、市民の生活にかけがえのないものになっています。 

 

【座間市の位置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：座間市都市マスタープラン 

【座間市の地形構造】 

 

 

 

 

 

 

資料：座間市都市マスタープラン 

注 本地域の考古学研究では、「相模野台地」の名称を使用することが多い。 
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（２）面積と土地利用 

本市の面積は、１，７５８ｈaあり、東西に５．３km、南北に４．０kmの広がりがあり

ます。 

土地利用は、経済成長に基づく都市化の進展により、住宅や商業、工業などの都市的土

地利用が進む中で、農地、山林などの自然的土地利用が守られ、「住宅都市」として発展

してきました。土地利用の割合は、市街化区域では自然的土地利用が９９．５ｈa 

（８．０％）、都市的土地利用が１，１５３．５ｈa（９２．０％）です。都市的土地利用

面積のうち住宅用地が４割強と最も多くを占めており、自然的土地利用や工業・運輸用地

が減尐する一方で、未利用地の宅地開発や、工業系から住居系、商業・業務系への土地利

用の転換が進んでいます。 

市街化調整区域では、自然的土地利用の面積が５割を超えており、このうち農地が最も

多くを占めています。土地利用面積比率の推移には、大きな変化はありません。 

 

【土地利用面積比率の推移（市街化区域）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土地利用面積比率の推移（市街化調整区域）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市計画基礎調査 

資料：都市計画基礎調査 
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（３）人口 

高度経済成長期の昭和３０年代から市内東部一帯に工場が進出し、また首都圏への人口

集中に伴って急激に都市化が進み、昭和４６年に県内１７番目の市として市制が施行され

ました。 

その後、バブル経済の崩壊や自動車関連企業の工場閉鎖という苦境に立たされながらも、

平成２５年３月における人口は１２９,８４０人です。年齢別人口では老年人口割合が神

奈川県下では比較的低い市ですが、近年急速に高まり、今後も引き続き増加することが予

想されます。 

 

【人口の推移・推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別人口割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第四次座間市総合計画 

資料：第四次座間市総合計画 
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（４）産業 

  工業は、平成４年頃から事業所数が徐々に減尐してきていますが、その一方で自動車

関連企業の跡地に物流産業や先端的環境技術関連企業が立地するなど、新たな動きも見

られます。 

  商業は、昭和６０年頃から事業所数は減尐しているものの、大型店舗数は増加傾向に

あります。また、商店会や商工会、ボランティア団体などが活性化に向けて、ひまわり

関連のイベントの開催など努力を重ねています。 

 

 

２ 環境の現状と課題 

（１）自然環境 

①緑 

【現状】 

   相模川沿いの低地一帯では、豊かな田園地帯と農村集落が広がり、市中心部の座間谷

戸山公園の段丘部の斜面樹林など、段丘地形を有する本市らしい自然を残しています。 

芹沢公園を中心とした栗原地区一帯は、斜面林などの良好な自然景観を残しており、相

模原台地一帯では、平坦な畑地の風景が見られましたが、現在は高密度な市街地と住宅

地などで構成されています。 

住宅地の緑や自然緑地の減尐、地球温暖化問題やヒートアイランド現象に伴う都市気

候の変化、緑に対する住民ニーズの多様化など、緑を取り巻く環境は大きく変化してお

り、市内の緑の重要性が今まで以上に高まるとともに、市民の緑への関心も一層高まっ

ています。 

市全体の緑被面積は５４６．７ｈａであり、市全体の緑被率は３１．１％（「座間市緑

の基本計画」より）です。緑の区分別では、畑・果樹園、水田、裸地といった順に多く、

農業的土地利用による緑が全緑地の約４２％を占めています。山林・原野による緑は約

１４％を占めており、貴重な緑資源です。 

本市には現在、４１箇所、総面積６１.５ｈa の都市公園があります。市民一人あたり

の都市公園面積は、４.８㎡／人となり、神奈川県平均の４.９㎡／人、全国平均の９.５

㎡/人を下回っています。総合公園である芹沢公園及び特殊公園である座間谷戸山公園は、

市の基幹的な緑の拠点となっています。 

【課題】 

 ・緑地の保全と緑化の推進 

・市民の緑化意識のさらなる向上 

 ・都市公園面積の増加 
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【緑被面積・緑被率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

②水（湧水・地下水） 

 【現状】 

   本市の東部には相模原台地が広がり、この台地に降った雨が浸み込んで、地下水にな

ります。相模原台地の帯水層は厚く、地下水量は豊富で、地下水は北から南へ流れ、目

久尻川の谷底低地で湧き出しています。市内には他にも数多くの湧水が見られます。こ

れら湧水・地下水は昔から生活、工業、農業用水として使われてきました。しかし近年、

開発などによる宅地造成が進み、林、畑などの涵養地が減尐し、産業構造の変化によっ

て、水量、水質の両面にわたる監視が必要です。 

このような状況の中で本市は平成１０年４月に「座間市の地下水を保全する条例」を

公布し、平成１１、１２年度と平成２０、２１年度に将来にわたって地下水を保全する

ための基礎資料を得ることを目的とした地下水総合調査を实施しました。 

井戸の設置や有害物質使用に関する届出を通しての指導、有害物質使用事業場の監視、

市内の地下水採取量の把握、地下水保全連絡協議会の開催などの施策を進め、貴重な天

然資源である地下水の保全に努めています。 

【課題】 

  ・地下水位の測定と予測による地下水量の把握 

  ・地下水涵養策の推進による地下水量の確保 

資料：座間市緑の基本計画 
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  ・地下水質監視による地下水汚染の未然防止 

  ・湧水・地下水の有害物質測定による地下水質の把握 

 

【降水量（座間市役所）と月平均地下水位（平成２３年度）】 
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（台地部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：環境政策課作成資料 

資料：環境政策課作成資料 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

降水量 61.5 231.0 116.5 64.5 271.0 213.0 145.5 85.5 56.5 47.0 112.5 156.0

四ツ谷 -6.91 -6.79 -5.57 -5.77 -5.32 -5.12 -6.04 -6.47 -6.54 -6.73 -6.75 -6.31
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【市内における地下水採取量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注 平成２４年は、地下水採取井戸のうち市営水道の第３水源が耐震工事のために 

        稼動を停止していた。 

 

 

③農地 

 【現状】 

   都市化の進展に伴い、昭和４０年代に耕地面積が急激に減尐したあと、砂利採取地の

農地への復元などもあり、昭和５０年代には一旦増加傾向になりましたが、それ以降は

年々減尐が続いています。この間、農業者の高齢化・後継者不足が進行し、遊休農地が

増加傾向にあります。 

   まとまった農地は、西部の相模川左岸に面した水田稲作地帯と東部の栗原地域を中心

とした畑作地帯にあります。西部の水田地帯は土地改良事業などにより基盤の整備が済

んでいますが、今後は農道や用排水路などの不備な個所の整備が必要です。東部の畑作

地帯は土地基盤が未整備で一区画が不成形な農地であり、経営の近代化を図るために区

画、農道などの整備が必要です。 

地域で生産された農産物をその地域内において消費する地産地消の取組みは、農地の

保全と活用につながります。また、地下水の涵養など自然環境の保全、景観形成、輸送

エネルギーの削減による地球温暖化対策など多面的な機能があり、環境問題と深い関わ

りがあります。 

   農地の背後に存在している緑や水のある自然環境は、市街化が年々進む本市にとって

貴重な空間であり、農業生産基盤整備と併せて自然環境や景観にできる限り配慮するこ

とが重要です。 

 【課題】 

  ・農地の保全と活用 

・地産地消の推進 

 

 

資料：環境政策課作成資料 
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（２）都市環境 

 【現状】 

   中央部を南北に縦断する座間丘陵を境として、東部には相模原台地が、西部には相模

川の河岸段丘を境に沖積低地が広がり、さらに中央を目久尻川、西端を相模川が流れ、

地域ごとに特色のある景観が見られます。 

平成１３年３月に本市の豊かな自然と湧水、暮らしの中で培われてきた固有の歴史や

文化などの地域の特性を生かした良好な景観の形成を進めるため、「座間市都市マスター

プラン」を策定しました。平成１８年４月に「景観行政団体」となり、平成２０年３月

に「座間市景観条例」を制定し、同年１０月に「座間市景観計画」を策定しました。 

   市内には座間の歴史と先人たちの生活を今日へ伝える遺跡や街並みが今もなお存在し

ており、そうした価値ある資源を保全するとともに、様々な表情を持った景観づくりが

必要です。 

   また、本市では市民の美化意識の啓発のために、まち美化活動を推進しており、良好

な街並み景観の形成に努めています。 

 【課題】 

  ・地域の自然、歴史などが調和した良好な都市景観の形成 

  ・歴史的文化的遺産の保全 

  ・市民の美化意識の啓発と美化活動の推進 

 

 

（３）循環型社会 

 【現状】 

大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会から脱却するためには、自然界から採取する

資源量をなるべく尐なくし、有効に使うことによって廃棄するものを最小限に抑えなけ

ればなりません。 

国では、平成１２年に「循環型社会形成推進基本法」が制定され、ごみやリサイクル

政策の基盤が確立されました。平成１５年に同法に基づき、「循環型社会形成推進基本

計画」が策定され、ごみの最終処分量が減尐するなどの一定の成果を上げています。平

成２０年には「第二次循環型社会形成推進基本計画」が策定され、毎年、施策の進捗状

況などについて集中的な審議が行われています。 

本市は、海老名市、綾瀬市とともに「一般廃棄物処理基本計画」を策定し、「市民・

事業者・行政との信頼と協働に基づく循環型社会の海老名・座間・綾瀬地域を目指す」

を将来の目指すべき姿として、平成２５年度から平成３９年度までの１５年間で、「一

人一日あたりの家庭ごみの減量化量」、「事業系ごみの減量化量」、「リサイクル率」、「焼

却量」について目標値を定め、取組みを進めています。 

事業系ごみ総量は、国は平成２７年度までに平成１２年度比２０％削減する目標をた

てていますが、本市は平成２２年度の時点で平成１２年度比約５０％削減しており、目

標以上の水準で取組みを進めています。 

排出されたごみは、生活環境を保全するため、適正に処理していかなければなりませ

ん。そのためには、焼却処理量の低減やごみ処理施設の整備が必要です。 



16 

また、市民への情報提供、環境学習の機会の提供、情報共有などにより、ごみに関す

る意識の向上を図ることが必要です。 

不法投棄防止対策は、パトロールの实施や看板の設置などを引き続き進めています。 

【課題】 

・ごみの減量化の推進 

・リサイクル率の向上 

・ごみの適正な処理による生活環境の保全や公衆衛生の向上 

・ごみの減量、資源の再利用と排出ルールに対する市民意識の向上 

・不法投棄の防止 

 

【家庭系ごみ排出量及び一人一日あたりの家庭系ごみ排出量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資源化量とリサイクル率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：一般廃棄物処理基本計画 

資料：一般廃棄物処理基本計画 
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（４）生活環境 

①大気 

 【現状】 

 大気汚染の主な原因は、自動車や工場・事業所からの大気汚染物質の排出が考えられ

ます。大気汚染物質には、主に硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、光化学オキ

シダント、ベンゼンなどがあり、県の常時監視測定網の整備により、常時監視を行って

います。 

これらのうち市内で監視を行っている硫黄酸化物（二酸化硫黄）の濃度は、脱硫燃料

の普及や燃料の代替などにより状態が改善され、ここ数年はこの状態が維持されていま

す。窒素酸化物（二酸化窒素）の濃度は、一時的に悪化したものの、近年は改善傾向で

す。浮遊粒子状物質の濃度は、十数年前に大幅に低下し、ここ数年は横ばい傾向です。 

 大気汚染物質には、人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持することが望ま

しい環境上の条件として、環境基準が定められています。 

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質は大気汚染に係る環境基準を満たしていま

す。光化学オキシダントは大気汚染に係る環境基準を満たしておらず、気象条件などに

よって光化学スモッグを発生させる原因となるため、「座間市光化学スモッグ緊急時措置

要綱」を策定し、被害の防止に努めています。 

 市内に測定地点はありませんが、近隣市で監視を行っているベンゼンなどは、有害大

気汚染物質に係る環境基準を満たしています。 

 新たな関心事となっている微小粒子状物質（ＰＭ２．５）に対しては、市内の連絡体

制を整備し、被害の防止に努めています。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、市民の生活環境に大きな影響を及

ぼしました。特に放射性物質の拡散による環境汚染は、多くの市民に不安を与えたこと

から、小中学校、公園などの公共施設を中心に放射線量の測定を实施しました。その結

果、特に高い数値は測定されませんでした。今後も国や県の動向について情報の把握に

努めるとともに、関係法令の改正などにより新たな放射能対策が示された場合は、必要

な対応を図ります。 

 【課題】 

  ・大気汚染状況の把握と工場・事業所の監視 

・大気汚染に関する苦情の処理 

・大気汚染に関する情報伝達体制の充实 
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【二酸化硫黄濃度の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【二酸化窒素濃度の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：環境政策課作成資料 
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資料：環境政策課作成資料 
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【浮遊粒子状物質濃度の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②水質 

 【現状】 

   生活排水には、各家庭で使われる台所、洗濯、風呂からの排水がありますが、特に台

所からの排水には食品の食べ残しや食品かすが多く含まれることから、水質汚濁の大き

な原因の一つとなっています。私たち一人ひとりの日々の心がけにより生活排水の問題

は解消されることから、家庭でできる対策について継続的に情報を発信するとともに、

公共下水道の整備を進めています。 

   また、工場・事業所からの排水は、市内で操業する工場・事業所の公害防止対策が向

上しつつある中で、「水質汚濁防止法」、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」など

で規定される排水の規制基準の遵守状況を監視するため、定期的に立入検査を实施して

います。 

   市内を流れる代表的な河川である鳩川と目久尻川における水質汚濁の代表的な指標の

一つであるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）の年平均値の推移をみると、２河川とも水

質は改善されてきており、近年は横ばい傾向です。 

河川には、人の健康の保護と生活環境の保全のために維持することが望ましい基準と

して、水質汚濁に係る環境基準が定められています。人の健康の保護に関する項目は全

国一律の環境基準ですが、生活環境の保全に関する項目は水利用などの状況に応じて水

域類型が指定され、その水域類型ごとに環境基準が設定されています。 

鳩川と目久尻川について、人の健康の保護に関する項目は、環境基準を満たしていま

す。生活環境の保全に関する項目は、２河川とも水域類型が指定されていないため、各

河川の相模川との合流地点で指定された類型の環境基準を準用し、水質汚濁の状況を把握

しています。近年では、水質は改善されてきており、横ばい傾向です。 

【課題】 

・定期的な河川の水質測定による経年比較などの实態把握 

・工場・事業所排水の監視 

資料：環境政策課作成資料 
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・水質汚濁に関する苦情の処理 

・市街化区域の公共下水道接続率の向上 

 

【鳩川 BODの推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目久尻川 BODの推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③騒音・振動 

 【現状】 

   騒音は、工場騒音、建設騒音、米軍艦載機による航空機騒音のほかに自動車、鉄道な

どの交通機関に起因するものや、市民の日常生活に起因する給排水の音、ボイラー、掃

除機、音響機器、人の話し声、ペットの鳴き声など、多種多様にわたります。 

   騒音に係る環境基準は平成１１年４月に、自動車騒音に係る要請限度値は平成１２年

４月に施行されました。 

資料：環境政策課作成資料 

資料：環境政策課作成資料 
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   振動も騒音と同様に日常生活に深い関わりがあり、人に心理的、生理的な悪影響を及

ぼすとともに、家屋に対しても物理的な被害を発生させる原因になるため、総合的な防

止策が必要です。 

 【課題】 

・定期的な騒音測定による経年比較などの实態把握 

・騒音・振動に関する苦情の処理 

  

   ④悪臭 

 【現状】 

   悪臭は、身近な問題であり、平成２４年度においては公害苦情受付件数の２０％を占

めており、適切な対応が必要です。 

【課題】 

・悪臭に関する苦情の処理 

 

 ⑤ダイオキシン類 

 【現状】 

   平成１１年度から大気、土壌、地下水のダイオキシン類調査を継続的に实施していま

す。いずれの調査年度、調査地点においても環境基準を満たしています。 

 【課題】 

・定期的な測定による汚染状況などの实態把握 
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○生活環境に関する苦情受付件数 

  生活環境に関する苦情の内容は、局地的に発生した身辺的な被害の訴えである場合が

多くなっています。最近では、都市化に伴い騒音の苦情の割合が相対的に大きくなって

います。 

  平成２４年度の生活環境に関する苦情受付件数は２０件です。苦情の種類別では、騒

音が９件（全苦情の４５％）、振動が５件（同２５％）、悪臭が４件（同２０％）です。 

（ 件 ） 

      年 度 

種 類 
１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

大 気 汚 染 ２３  １１  １２  ３  ８  １  

水 質 汚 濁 ２  ２  ２  ２  ０  １  

土 壌 汚 染 ２  ０  ０  ０  ０ ０ 

騒 音 １９  １６  １３  １３  ７  ９  

振 動 ３  ０  ３  ７  ３  ５  

地 盤 沈 下 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

悪 臭 １１  ８  １４  ７  ７  ４  

そ の 他 ０ ２ ３ １ ０ ０ 

計 ６０  ３９  ４７  ３３  ２５    ２０ 

 

 

注 生活環境に関する苦情に対しては、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」や「環境への負荷の低減に関

する指針」などに基づき適切に指導、処理を行っています。なお、生活環境に関する苦情の受付状況や処理

状況などについては、「公害紛争処理法」に基づく公害苦情調査の「調査の手引」により整理しています。 

 

 

 

（５）地球環境 

 【現状】 

   地球温暖化問題や化石燃料の枯渇問題などに代表される地球環境問題は、その影響の

グローバル化、因果関係の複雑化などによって、今を生きる私たちだけでなく、将来世

代の生活に対しても重大な影響を及ぼすことが懸念されています。今までの社会経済の

あり方を見直し、環境負荷の尐ないライフスタイルへの転換を図ることが求められてい

ます。複雑化、多様化する地球環境問題に対応していくためには従来の手法だけではな

く、様々な観点からのアプローチが必要です。 

   国における地球温暖化対策では、平成１７年（２００５年）度に「京都議定書」が発

効され、“平成２年（１９９０年）度比温室効果ガス排出量６％削減”の達成に向けて取

組みを進めてきました。平成２３年（２０１１年）１２月には南アフリカのダーバンで

ＣОＰ１７（気候変動枞組条約第１７回締約国会議）が開催され、米国や中国といった

温室効果ガス排出大国を含めたすべての主要排出国に適用される法的枞組みを平成３２

年（２０２０年）までに発効させることが決まりました。 

資料：環境政策課作成資料 
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県では、平成１５年（２００３年）１０月に県民、企業、行政の行動計画である「新

アジェンダ２１かながわ」を策定し、平成２１年（２００９年）７月には「神奈川県地

球温暖化対策推進条例」の公布、また平成２２年（２０１０年）３月には「神奈川県地

球温暖化対策計画」を策定することによって地球温暖化対策に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図っています。このような国、県の動向を踏まえ、深刻化する環境問題

に対応した施策の展開を図ることが求められています。 

本市では、平成９年（１９９７年）度に「座間市環境保全行政施策推進指針」を、平

成１３年度には「「市民」「事業者」「行政」の行動計画書」と市役所など庁内の取組みを

対象とした「座間市地球温暖化防止实行計画」を策定し、温室効果ガス削減のための取

組みを進めてきました。また、第四次座間市総合計画においても地球温暖化防止対策を

重点施策として位置付けています。今後ますます深刻化していく地球温暖化問題への対

応のために、平成２３年（２０１１年）６月に「座間市第二次地球温暖化防止实行計画」

を策定するとともに、公共施設における再生可能エネルギーの導入に努めています。 

   市民に対しては、地球温暖化問題や再生可能エネルギーなどの啓発を兼ねて、スマー

トハウス関連設備設置助成事業、電気自動車購入等助成事業などを实施しています。 

   今後も国や県の動向を視野に入れながら、市民・事業者に対し省エネルギー活動の推

進や環境負荷の尐ないライフスタイルへの転換を促進することが必要です。 

【課題】 

 ・温室効果ガス排出量削減をはじめとした地球環境問題へのさらなる取組みの拡充 

 ・省エネルギー対策の推進 

  ・太陽光発電設備などの再生可能エネルギーの普及促進 

  ・公共施設への再生可能エネルギー導入の推進 

 

【住宅用太陽光発電システム設置補助金交付件数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

年度 

件 

資料：環境政策課作成資料 
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（６）環境教育・学習 

【現状】 

   市民・事業者の環境問題への関心や知識、環境保全意識の増進や地域における環境保

全活動を促すため、イベント、講座、体験学習などの实施や市内の環境に関する情報提

供、児童や生徒向けの環境学習ガイドブックの発行などを行っています。 

   今後も、継続的に環境教育・学習に取り組んでいくための体制づくりや、市民・事業

者が環境の保全及び創造に関する取組みに参加する機会の提供、環境の保全及び創造に

取り組む人材の育成が必要です。 

 【課題】 

  ・環境教育・学習、情報提供機会の拡充 

  ・児童・生徒の学習機会の充实 

  ・環境の保全及び創造に自主的に取り組む人材の育成 

  ・環境の保全及び創造に関する取組みへ市民・事業者が参加しやすい仕組みづくり 
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第３章  

望ましい環境像と計画の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 望ましい環境像 

２ 基本目標と重点的な環境目標 
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第３章 望ましい環境像と計画の目標 

 

 

 １  望ましい環境像 

「第四次座間市総合計画」では、将来都市像を『ともに織りなす 活力と個性 きらめ

くまち』と定め、市民・事業者との協働、地域主権の实現、行財政運営の効率化により将

来像の实現を目指しています。また、基本条例の前文では、『豊かな水と緑が輝く私たち

のまち座間』を目指すと謳っています。 

こうしたまちづくりの基本方針と、基本条例の理念を踏まえ、本計画における望ましい

環境像を次のように定めます。 

 

 望ましい環境像 

『豊かな水と緑を守り育て 未来へつなぐ  

人と環境にやさしいまち ざま』 

 
 

（１）豊かな水と緑 

    本市は、起伏に富んだ地形の下、豊かな自然と湧水、地下水が豊富にある恵まれた環境

を有しています。市全体の緑被率は、３１．１％で、畑、果樹園、水田、樹木などの緑資

源は、西から東にかけて複雑に変化する地形に対応して分布しています。また、湧水、地

下水は昔から生活、工業、農業用水として使われており、市民の生活にかけがえのないも

のです。 

  こうした自然環境の保全及び創造に多くの主体がともに取り組むことで、「豊かな水と

緑を守り育て」ることを目指します。 

（２）未来へつなぐ 

   今日の環境問題を解決するためには、経済活動のあり方や市民のライフスタイルを環境

負荷の低減の観点から見直していき、市民一人ひとりが環境問題について正しく理解し、

自主的、積極的に行動を起こすことが必要です。 

さらに恵まれた環境を「未来へつなぐ」ためには、市が環境の保全及び創造に関する教

育の推進や学習機会の拡充に努める必要があり、特に、将来の世代を担う児童・生徒への

学習は効果が大きくなることが期待され、重要です。 

（３）人と環境にやさしいまち 

  世界経済の発展に伴う、化石燃料の大量消費による地球温暖化問題や資源の枯渇問題な

ど、様々な問題が地球規模で表面化しています。環境と経済、社会とが調和した持続可能

なまちを实現し、将来世代へ引き継いでいくために、日常生活や事業活動のみならず、ま

ちづくりにおいてもエネルギーや資源利用を見直し、「人と環境にやさしいまち」を目指

します。 
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２ 基本目標と重点的な環境目標 

 

 ※ 別紙「座間市環境基本計画（案） 第３章 ２ 基本目標と重点的な環境目標」参照
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第４章  

施策の展開 

 

１ 施策体系図と施策の内容 

 基本目標１【自然環境】 

 基本目標２【都市環境】 

 基本目標３【循環型社会】 

 基本目標４【生活環境】 

 基本目標５【地球環境】 

 基本目標６【環境教育・学習】 

２ 市民・事業者の参加、協働による施策の展開に向けて 
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第４章 施策の展開 

 

 

１ 施策体系図と施策の内容 

 

  本計画では、前章で掲げた６分野の基本目標及び重点的な環境目標の達成に向けて、 

１５の計画の柱を設定し、取組みを進めます。 

各計画の柱には、日常生活の環境配慮から地球規模の環境保全に関する市・市民・事業

者の役割と具体的施策（市の事業）を示します。 

また、計画が着实に進行しているかどうかを明らかにするために、計画の柱ごとに代表

的な進行管理指標を設定します。この指標には、特に具体的な目標値は定めませんが、毎

年指標に対する实績を点検、評価し、第５章で説明するＰＤＣＡサイクルで行う進行管理

に活かします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 【自然環境】 

【環境基本計画 施策体系図】 

 基本目標 

 

計画の柱 

 

具体的施策（市の事業） 

 基本目標１【自然環境】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな自然環境の保全と創造を図

り、自然の恵みを身近に感じること

のできるまちを目指します。 

基本目標６【環境教育・学習】 
 

ライフステージに応じた環境教育・

学習、情報提供の機会の拡充を目指

します。 

基本目標５【地球環境】 

 
 

 

低炭素社会を構築し、環境負荷の尐

ないまちを目指します。  

基本目標４【生活環境】 
 

 

 

良好な生活環境の創造を進め、快適

で安心して暮らせるまちを目指しま

す。       

基本目標３【循環型社会】 
 

 

 

 

 

 

 

循環型社会を形成し、環境負荷の尐

ないまちを目指します。 

 

基本目標２【都市環境】 
 

 

 

 

 

 

自然や歴史・文化と融合した美しく

魅力あふれるまちを目指します。 

1－1  緑地の保全と緑化の推進 

1－2  湧水・地下水の保全と活用 

1－3  農地の保全と活用 

1－4  生物多様性の保全 

2－1    都市景観の向上 

2－2    歴史的文化的遺産の保全 

2－3    自然と共存するまちづくり 

 

6－1  環境教育などの推進 

 

6－2  環境情報の公開 

 

3－1    ごみの減量化・リサイクルの推進と

エネルギーの有効利用 

3－2    ごみの適正処理と不法投棄の防止 

 

5－1  省エネルギーの推進 

 

5－2  再生可能エネルギーの推進 

4－1    大気、水質、土壌汚染防止対策 

 

4－2    騒音・振動防止対策 

 

○緑化推進事業   ○緑化意識啓発事業 

○公園などの整備事業 

○地下水位・水質測定事業○雨水浸透施設設置促進事業 

○農地整備事業   ○遊休農地対策事業 

○地産地消促進事業 

○自然保護意識啓発事業 

○都市景観形成事業 ○道路植栽整備事業 

○文化財保全意識啓発事業 

○地区まちづくり推進事業 ○美化活動推進事業 

○ごみ減量化・リサイクル事業 

○資源物分別収集事業   

○ごみ適正処理推進事業 ○不法投棄対策事業 

○大気汚染物質対策事業 ○河川水質測定事業 

○工場・事業所排水対策事業 ○土壌汚染測定事業 

○公共下水道水洗化普及事業  ○悪臭対策事業 

○騒音測定事業 

○公共施設における省エネルギー推進事業 

○電気自動車普及促進事業 ○ＬＥＤ防犯灯整備事業 

○地球温暖化対策意識啓発事業 

○再生可能エネルギー導入促進事業 

○公共施設への再生可能エネルギー導入推進事業 

 

○環境保全意識啓発事業 ○教職員研修事業 

○市民自主企画講座開設事業 

 

○環境情報提供事業 

○教育研究事業 
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基本目標１ 【自然環境】 

豊かな自然環境の保全と創造を図り、自然の恵みを身近に感じることのできるまちを目

指します。 

 

【重点的な環境目標１】 

環境指標 基準値 目標 

都市公園の面積（市民一人あたり） 
（平成２４年度） 

４．８ｍ２ 

（平成３４年度） 

５．３ｍ２ 

市内における地下水採取量 

（地下水量の保全） 

（平成２３年） 

13,800,000ｍ３注 
基準値より減尐 

※自然に親しんだり、市内の自然環境の保全と創造に取り組みます。 

【市民取組指標】緑化イベント、自然観察会などへの参加状況 

○「都市公園の面積（市民一人あたり）」の目標は、「座間市緑の基本計画」（計画期間：平成２５年度～３４年度）

による。 

注 平成２４年は、地下水採取井戸のうち市営水道の第３水源が耐震工事のために稼働を停止したことから、平

成２３年の「市内における地下水採取量」を基準値とした。 

 

 

本市には、相模川河岸段丘の斜面緑地、事業者が緑化した緑地、桜並木などの緑道や緑

地、河川や湧水の水辺に設けられた広場などが存在し、多様な生物の生活空間となってい

ます。 

市内各所で湧き出る豊富で良質な湧水は、本市の自然環境の大きな特徴の一つで、昔か

ら生活用水や産業用水として広く利用されてきました。 

しかし、都市化、市民のライフスタイルや社会情勢の変化などにより、豊かな自然環境

は徐々に失われつつあります。自然環境の変化は、そこをすみかとしていた生物の生息域

に変化をもたらし、バランスのとれた生態系の破壊にもつながります。今を生きる私たち

だけではなく、将来世代のためにも、市・市民・事業者がそれぞれの視点から自然環境を

保全するにとどまらず、新たな自然環境を創造することを目指します。 

 

《市民や事業者の意識》 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２３年度環境に関するアンケートより） 

 

 

■市内の環境で「自然環境」が、市民・事業者ともに「良くなっている、やや良くなっ

ている」の回答が尐ない状況です。 

■市に取り組んで欲しい内容で、事業者は３番目に「地下水保全対策の充实」をあげて

います。 

■市民の意見；「座間市の宝である地下水守って下さい。いつまでもおいしく安全な水が

飲めますように。そのために緑を大切に育んでいきたいと思います。」 
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計画の柱 

１―１ 緑地の保全と緑化の推進 

都市化に伴う土地利用形態の転換や人々の生活様式の変化などにより緑地の減尐が進ん

でいます。そのため、現在、残っている緑地を保全し、失われた緑の回復に努めることが

必要です。 

  緑地は水資源の涵養、土砂流出の防止、生活環境の保全など多面的な機能を有するとと

もに、私たちの生活にうるおいとやすらぎをもたらすことから、その保全及び創造は重要

です。 

  緑地環境を守り育てるとともに、都市の緑を保全及び創造するために、市民・事業者の

理解や協力を得ながら取組みを進めます。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

   ○緑化推進への啓発活動を強化します。 

   ○市民・事業者の自主的な緑化活動を支援します。 

○地域住民との協働による道路緑化を推進します。 

   ○公共施設の緑化を推進します。 

   ○「座間市緑の基本計画」に基づき、緑地の保全及び緑化を推進します。 

②市民・事業者 

   ○公園などの緑を保全します。 

   ○敷地内、宅地内の緑化を推進します。 

   ○緑化イベントなどへの参加により、緑化意識の向上に努めます。 

 

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

緑化推進事業 

花とうるおいのある緑化推進事業要綱による花の苗などの提供や

生垣設置奨励金の交付により市内の緑化を推進します。 

市内小中学校の壁面緑化、中庭などの芝生化などを推進します。 

緑化意識啓発事業 
市民の緑化意識の向上及び緑あふれる明るく住み良いまちづくり

を進めることを目的として緑化イベントを開催します。 

公園などの整備事業 
自然環境を生かし、防災機能などを持ち合わせた公園、広場など

を整備します。 
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（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

緑化ウォールや中庭などの芝生化などの進捗状況 

（市内小中学校１７校中の緑化ウォールまたは芝生化など

に取り組んでいる学校数） 

（平成２４年度） 

８校 

緑化イベントへの参加人数（人） 

（緑化まつりへの参加人数） 

（平成２４年度） 

２３，０００人 

芹沢公園第４工区用地取得面積（ha） 

（平成２３年度に２.６haの事業認可を取得した芹沢公園第

４工区の用地取得面積） 

（平成２４年度） 

累計 １．１９ha 

 

 

 

１－２ 湧水・地下水の保全と活用 

相模原台地の帯水層は厚いため、良質な地下水が豊富にあり、本市はその恩恵を受けて

発展してきました。また、市内各所に湧水があり、市民にうるおいをもたらしています。 

しかし、近年の急速な都市化は、湧水・地下水の水質や水量に大きな影響を生じさせた

ことから、水質測定や水位観測などの事業を实施するとともに地下水の適正な利用と保全

を進めてきました。 

本市の上水道は、地下水を主たる水源として運営し、水道事業に対する市民の満足度の

向上を目指した事業経営を進めています。 

今後も将来にわたり、安心、安定した地下水を確保するため、水質と水量の保全に市・

市民・事業者が一体となって取り組みます。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

   ○湧水・地下水の水質と水量の保全に取り組みます。 

   ○地下水の涵養を促進します。 

②市民 

 ○節水に取り組みます。 

   ○雨水の地下浸透に努めます。 

③事業者 

   ○地下水採取量の削減に努めます。 

   ○有害物質を適正に管理し、地下浸透を防止します。 

   ○雨水の地下浸透に努めます。 
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（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

地下水位・水質測定事

業 

地下水位の測定と予測を行い、地下水量保全施策の基礎資料とし

ます。 

地下水質の測定を定期的に行い、経年変化などを把握します。 

地下水調査により地下水の保全に努め、市民に対し安全な水を安

定供給します。 

雨水浸透施設設置促

進事業 

地下水涵養を促進するために雨水浸透施設などの設置に対して助

成します。 

 

（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

湧水・地下水の有害物質、有機塩素系化合物の測定实施状況 

（平成２４年度） 

・有害物質２８項目は、すべ

て環境基準を達成 

・有機塩素系化合物のうちテ

トラクロロエチレンは、 

４０地点中４地点で環境

基準を超過 

 

 

 

１－３ 農地の保全と活用 

相模川に続く西部一帯に田畑が広がり、豊かな農村風景を成していました。農作物も豊

富で、人々は恵まれた自然と共生する生活を送ってきました。 

平成２２年度には「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を改訂し、それ

に基づき、「農用地利用集積計画」による農地の有効活用の推進、農業生産基盤の整備、地

産地消の促進、市民農園の開設などの事業を行っています。 

農地は良好な田園景観の形成だけでなく、生物生育環境の形成や地下水の涵養などの多

面的な機能を有していることから、その重要性を認識し、保全することが必要です。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

   ○景観植栽などにより遊休農地を解消します。 

   ○環境に配慮した農業基盤を整備します。 

   ○環境学習などを通じて農業にふれあう場を提供します。 

   ○市民朝市の充实など地産地消の取組みを支援します。 

  ②市民・事業者（農業者を含む） 

   ○農とのふれあいにより、自然への理解を深めます。 

   ○環境保全型農業の推進に努めます。 
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○遊休農地解消活動に協力します。 

 

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

農地整備事業 
農業用水路や農業振興地域内未舗装道路を改修、整備することに

より農作業の安定化、効率化を図ります。 

遊休農地対策事業 

景観植栽による遊休農地対策の一環として、市の花のひまわりを

植栽するひまわり推進協議会の運営に対し支援します。 

市民が自ら土に親しみ、野菜などを栽培することにより、農業に

対する理解を深めてもらうため、市民に農園の貸し出しを行いま

す。 

地産地消促進事業 
ざま市民朝市生産者連絡会の運営を補助するとともに、出荷奨励

補助により地元直売施設などへの出荷を促進します。 

 

（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

ひまわり畑植栽面積（㎡） 

（遊休農地のひまわり植栽面積） 

（平成２４年度） 

５５，０００㎡ 

市民農園開設箇所数（箇所） 

（遊休農地などを利用した市民農園の開設箇所数） 

（平成２４年度） 

１１箇所 

 

 

 

１－４ 生物多様性の保全 

樹木地、緑地、農地、河川や湧水の水辺周辺などには、多種多様な動植物が生息してい

ます。しかし、近年の都市化や自然環境保全の担い手の不足により、その生物多様性が脅

かされています。 

  生物多様性を保全するためには、生態系の保全が重要です。「生物多様性」の考え方そ

のものが十分に浸透していない現状では、それを理解、認識することも重要です。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

   ○自然観察会など、市民の自然環境についての理解、認識を深める機会を設けます。 

   ○公有地などの自然環境を保全します。 

②市民・事業者 

 ○自然教室などに参加し、自然環境保全と生物多様性への理解や認識を深めます。 

   ○開発行為、生産活動に際しては、周辺の自然環境に配慮します。 
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（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

自然保護意識啓発事業 

身近な自然の中に生息する動植物の生態を観察し、市民の自然保

護に対する意識の向上を図ります。 

森づくりボランティアを募集し、森林インストラクターの指導の

もと芹沢公園内の森林の下草刈り、枝払いなどを行います。 

また、自然観察会、森づくりなどの青空講習会を行います。 

 

（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

自然観察会の实施状況 

（实施回数、参加者数） 

（平成２４年度） 

１回 

１７人 
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基本目標２ 【都市環境】 

自然や歴史・文化と融合した美しく魅力あふれるまちを目指します。 

  

【重点的な環境目標２】 

環境指標・目標 

自然的・歴史的景観の保全及び都市的景観の創出、歴史的文化的遺産の保全に取り組みます。 

豊かな自然環境を活かした、自然と共存する美しいまちづくりを進めます。 

※市内で实施される美化活動、清掃活動に積極的に参加します。 

【市民取組指標】まち美化活動などへの参加状況 

 

 

社会情勢の変化を背景に、これまでの「都市の成長」を前提とした都市づくりから、都

市機能の維持、改善に主眼を置く「都市の成熟化」に向けた都市づくりへと移行していま

す。 

様々な時代の要請に対応しながら、将来にわたり持続的に発展する都市の構築を目指し

ていくために、『自然・歴史・文化と調和した 暮らし快適 魅力あるまち』（「座間市都市

マスタープラン」より）を「都市の将来像」として掲げ、その实現を目指し、取組みを進

めてきました。 

今後も魅力ある都市環境を維持保全及び創造するため、市民・事業者と一体となり、地

域の自然や歴史などと調和した都市づくりを進めます。 

 

《市民や事業者の意識》 

 

 

 

 

 

  （平成２３年度環境に関するアンケート、平成２４年度将来の世代の環境保全意識に関するアンケートより） 

 

 

 

計画の柱 

２－１ 都市景観の向上 

都市化の進展に伴い、本市の特徴である丘陵地や斜面地に残る緑地、市内各所の湧水な

どの自然環境により形成されてきた美しい都市景観が失われつつあります。 

良好な景観の形成のためには、市内各地域の魅力の向上に加えて、本市としての魅力を

高めることが重要です。市・市民・事業者それぞれの主体が自らの果たすべき役割を認識

し、美しく魅力あふれる都市景観の保全及び創造を図ります。 

 

■将来の世代（中学二年生）へのアンケートでは、「ポイ捨てをしない」は１０項目中２

番目ですが、实際の「美化活動への参加」は１０項目中７番目と多くありません。 

■市民の意見；「市民一人ひとりが自分のこととして考え、行動していくことが大切であ

ると思います。」 
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（１）各主体の役割 

①市 

○「座間市景観計画」に基づき、適正な制限について住民の合意形成を図りつつ、地

域の自然、歴史などの特性を生かした良好な景観形成に努めます。 

○都市景観の維持保全のため、道路、緑地の除草と街路樹の剪定を行います。 

②市民 

○地域の特性を生かした良好な景観形成に協力します。 

○敷地内の樹木、生垣や草花などを適切に維持管理し、都市にうるおいをもたらすよ

う努めます。 

③事業者 

○開発行為や建築物の新増改築に際しては、周辺環境との調和を図り、秩序ある景観

形成に努めます。 

○周辺の街並み景観に配慮した屋外広告の掲示に努め、違法な捨て看板などは使用し

ません。 

 

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

都市景観形成事業 

鈴鹿長宿地区の特性を生かし、地区景観に配慮した水路、通路、 

小公園などの地区施設を整備します。 

また、街づくり協定運営委員会の運営に対しての助言、景観に配

慮した生垣などを設置する街づくり協定者に助成します。 

地域の自然、歴史などと調和、適正な制限の下に土地利用がされ

ることにより、良好な景観形成を図ります。 

道路植栽整備事業 
道路用地などの除草や道路街路樹の剪定による道路空地の維持管

理を行います。 

 

（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

景観ルール制定数（箇所） ※平成２７年度から開始 

剪定、除草实施状況 

（道路用地などの樹木剪定と除草实施回数） 

（平成２４年度） 

剪定３回 

除草２回 

 

 

 

２－２ 歴史的文化的遺産の保全 

地域で大切にされている石造物や歴史に育まれた建築物や史跡などは、将来世代へと引

き継ぐべき重要な文化資産です。 

地域の歴史や生活文化を理解し、共有することにより、開発行為、建築などの規制や制

限などで歴史的文化的遺産を保全し、その大切さを理解し広めながら、次世代に引き継ぐ
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べき都市環境の形成に努めます。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

○歴史的文化的遺産を保全します。 

○文化財に関する啓発やふれあう機会を提供します。 

②市民 

○歴史・文化を理解するイベントに積極的に参加し、文化財への理解を深めます。 

○歴史的文化的遺産の保全に協力します。 

③事業者 

○開発などを行う際は、歴史的文化的遺産などの保護、保全に配慮します。 

 

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

文化財保全意識啓発事

業 

石造物や神社仏閣などの文化財を座間ふるさとガイドの会会員に

よる市民を対象としたガイドや「座間の文化財めぐり ふるさと

マップ」で周知し、歴史的文化的景観の保全意識の向上を図りま

す。 

 

（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

文化財めぐり实施状況 

（实施回数、参加者数） 

（平成２４年度） 

２回 

４５人 

 

 

 

２－３ 自然と共存するまちづくり 

恵まれた自然環境を保全及び創造し、共存を図るためには、市・市民・事業者が一体と

なったまちづくりを進める必要があります。自治会や環境団体などとともに、自然環境と

の調和を意識した取組みを進めるとともに、まちの美化活動などへの参加を促進すること

によって、自然と共存する美しいまちづくりを進めます。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

   ○市民・事業者と一体となって自然と共存する美しいまちづくりを進めます。 

○清掃・美化活動の促進やモラル、マナーの啓発を行います。 

○美化活動を推進する市民・団体などを支援します。 
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②市民 

 ○自然に愛着をもち、自然環境を維持保全する活動へ参加します。 

○地域の清掃・美化活動に積極的に参加します。 

○ポイ捨てをしません。 

③事業者 

○開発行為や建築物の新増改築に際しては、周辺の自然環境と調和した事業の实現に

努めます。 

○清掃・美化活動に積極的に参加します。 

 

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

地区まちづくり推進事

業 

地域住民のまちづくりに対する意識を高め、住民と行政がともに

まちづくりを考え、それを实践につなげていくという「住民と行

政の協働のまちづくり」を進めるために、住民（事業者）組織を

設立して、住民主体による地域のまちづくりを推進します。 

美化活動推進事業 

市民個人・団体などによる清掃や美化活動に使用する植栽ごてや

軍手などの消耗品の支給や活動内容の看板設置などを助成しま

す。 

毎年秋に「美化デー」の日を定め、市民総ぐるみで清掃活動を实

施します。 

 

（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

まちづくりルール策定状況 

（環境に関連するまちづくりルール策定数） 

（平成２４年度） 

６件 

まち美化活動实施状況 

（参加団体数） 

（平成２４年度） 

３団体 
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基本目標３ 【循環型社会】 

循環型社会を形成し、環境負荷の少ないまちを目指します。 

   

【重点的な環境目標３】 

環境指標 基準値 目標 

一人一日あたりの家庭ごみの排出

量注 

（平成２２年度） 

６８９ｇ 

（平成３３年度） 

基準値より２０ｇ減尐 

リサイクル率 
（平成２２年度） 

３１．８％ 

（平成３３年度） 

約４０％ 

※ごみの排出ルール（出し方・分別の仕方）を徹底します。 

【市民取組指標】資源物排出状況 

○ 「一人一日あたりの家庭ごみの排出量」と「リサイクル率」の目標は、「一般廃棄物処理基本計画」（平成 

２５年度～３９年度）による。 

注 一人一日あたりの家庭ごみの排出量 ＝ ｛家庭系ごみ排出量（可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋資源物 

  ＋直接搬入ごみ）＋集団資源回収量｝ ／ （人口（人）×３６５（日）） 

 

 

資源・エネルギーの枯渇問題は、地球を取り巻く環境問題の中でも大きな問題の一つで

す。限りある資源を再生、循環利用し、新たな資源の利用を抑制することは、エネルギー

の有効利用につながります。 

ごみ処理やリサイクルを円滑に行うために、本市は、海老名市、綾瀬市及び高座清掃施

設組合とともに「一般廃棄物処理基本計画」を策定し、新たな視点からの施策を進めてい

ます。同計画によると、平成２２年度における市民一人あたりのごみの排出量は１日に 

７４２ｇで、県内市町村では最尐であり、そのうちの市民一人あたりの燃えるごみの排出

量は１日に５３５ｇと、県内で４番目に尐ない量です。 

  しかし、処理コストの抑制、リサイクル率の向上など、環境負荷軽減のための課題は多

く、今後も、ごみの減量化や適正な分別の徹底、資源物の有効利用、ごみ・資源物の収集

体制の整備、不法投棄の抑制など、持続可能な社会を構築していくため、環境負荷の尐な

い循環型社会の形成に向けた仕組みづくりを進め、各主体がそれぞれの役割を果たしなが

ら、様々な減量化・リサイクル施策を展開します。 

 

《市民や事業者の意識》 

 

 

 

 

 

（平成２３年度環境に関するアンケートより） 

 

 

■市内の環境で「ごみ問題」が、市民・事業者ともに「良くなっている、やや良くなって

いる」の回答を最も多くあげています。 

■普段の生活の中で心がけていることで、市民・事業者の７割以上が「ごみの分別・資源

の有効活用やごみの発生抑制」をあげています。 
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計画の柱 

３－１ ごみの減量化・リサイクルの推進とエネルギーの有効利用 

  「ごみの減量化」や「リサイクル」は、市民・事業者にとって最も身近な問題です。経

済的な豊かさを追求した結果の大量生産、大量消費、大量廃棄は、膨大な資源を消費し、

様々な環境問題を引き起こしています。 

  ごみの減量化、製品の適正な利用、リサイクルを進めることによって、ごみの処分に必

要なエネルギーや、新たに製品を製造するために必要なエネルギーなどを有効利用するこ

とができます。 

市・市民・事業者がそれぞれの立場において協力し、役割を果たすことで、ごみの分別

や減量化・リサイクルを進め、環境への負荷の尐ない資源循環型社会の構築を進めます。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

   ○ごみの減量化・リサイクルなどの施策の展開と普及啓発を進めます。 

   ○資源物や廃棄物の分別収集を進めます。 

   ○リサイクル活動を支援します。 

②市民 

 ○ごみの減量、分別、資源の回収に取り組みます。 

 ○製品の不必要な買い替えを控えます。 

 ○循環型・省資源型商品の購入に努めます。 

  ③事業者 

○自己処理責任による事業系ごみの適正処理に取り組みます。 

   ○事業系ごみの減量に取り組みます。 

   ○資源の有効利用による、ごみの抑制に取り組みます。 

  

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

ごみ減量化・リサイク

ル事業 

生ごみ減量化施策として、家庭用生ごみ処理容器を購入した市民

に補助金を交付します。 

市民が出す粗大ごみのうち、再生可能な家具などを修理再生し、

市民に安価で提供するとともに、市民のリサイクル活動の場とし

て研修室、工房室の貸し出を行います。 

資源物分別収集事業 
資源物分別収集を实施し、資源の再利用を図ることにより地域環

境の保全、ごみの減量、資源の再利用を進めます。 
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（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

生ごみ処理容器の補助实績台数（台） 
（平成２４年度） 

３４台 

資源物収集量（ｔ） 
（平成２４年度） 

６，２５６ｔ 

 

 

 

３－２ ごみの適正処理と不法投棄の防止 

ごみを安全かつ安定的に処理するためには、焼却処理量の低減や焼却施設などのごみ処

理施設の整備が必要です。海老名市、綾瀬市及び高座清掃施設組合とともに、ごみを安全

で適正に処理するためのごみ処理施設の整備を行い、ごみ処理に伴い生じる排出ガスや排

水の汚染状況を把握しています。 

ごみを適正に処理するためには、排出ルールの徹底が重要なことから、広報などにより

市民・事業者の意識の向上を図ります。 

また、不法投棄防止パトロールの实施や看板の設置など、不法投棄防止対策を引き続き

進めます。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

 ○分別ガイドなどを活用したごみの排出ルールを周知します。 

   ○定期的な不法投棄防止パトロールの实施や看板の設置による市民・事業者への注意

喚起など、不法投棄防止に関する意識の啓発を行います。 

②市民・事業者 

   ○処理困難ごみを適正に処理します。 

○不法投棄をしません。 

 

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

ごみ適正処理推進事業 

可燃ごみを減量し、座間市、海老名市、綾瀬市３市のごみの適正

な処理を行います。 

広報、分別ガイドやカレンダーを配布することにより、より一層

ごみの出し方、分別の仕方を徹底し、市民意識の向上を図ります。 

不法投棄対策事業 
不法投棄されたごみを処理するとともに不法投棄を未然に防止

することにより、市内の環境美化、環境保全を図ります。 
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（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

適正処理徹底のための広報实施状況 

（広報实施回数） 

（平成２４年度） 

９回 

不法投棄防止パトロール实施状況 

（パトロール实施回数） 

（平成２４年度） 

４回 
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基本目標４ 【生活環境】 

良好な生活環境の創造を進め、快適で安心して暮らせるまちを目指します。 

 

【重点的な環境目標４】 

環境指標 基準値 目標 

生活環境に関する苦情を解決した

割合注１ 

（平成２４年度） 

９５％ 

（平成３２年度） 

１００％ 

騒音注２に係る環境基準達成率 
（平成２４年度） 

１００％ 
維持 

※市内の生活環境に配慮して行動します。 

【市民取組指標】市街化区域の公共下水道接続状況 

注１ 生活環境に関する苦情を解決した割合 ＝ 生活環境に関する苦情の解決件数 ／ 生活環境に関する苦

情件数 

生活環境に関する苦情は、「大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、その他」に関

する苦情 

注２ 道路に面する地域以外の地域における騒音（自動車交通騒音、航空機騒音は含まない。） 

 

 

大気、水質、土壌汚染の問題の解決には、広域的な対応を進め、産業活動、日常生活に

おける環境負荷の低減を図ることが必要です。 

市内における騒音などの発生状況は、改善されつつありますが、今後もこの状況を維持

するために、工場や事業所の監視や指導を行います。 

市・市民・事業者が自ら大気、水質、土壌汚染、騒音・振動、悪臭などの防止と改善に

取り組み、市民が安心して健康に暮らすことができる生活環境の創造を目指します。 

 

《市民や事業者の意識》 

 

 

 

 

 

（平成２３年度環境に関するアンケートより） 

 

 

計画の柱 

４－１ 大気、水質、土壌汚染防止対策 

大気汚染は、自動車や工場・事業所からの排出ガスが主要な原因です。大気汚染に係る

環境基準は、光化学オキシダント以外は達成し、改善傾向です。良好な大気環境を維持す

るため、定期的な監視を継続するとともに、新たな発生源対策が必要です。 

市内の河川水質は、公共下水道の整備や工場・事業所排水の規制、市民の協力などによ

り概ね良好な状況が続いています。 

■市内の環境で「大気環境」が、「良くなっている、やや良くなっている」の回答が１割

程度いますが、「悪化している、やや悪化している」の回答も３割程度と多くいます。 

■市に取り組んで欲しい内容で、市民・事業者ともに１番目に「公害（騒音、悪臭、大気

汚染、水質汚濁など」をあげています。 
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土壌汚染は、地下水汚染を引き起こす可能性があります。地下水汚染防止のため、定期

的な土壌汚染調査が必要です。 

すべての市民が良好な生活環境を享受するため、大気、水質、土壌、悪臭の監視や発生

源対策などを行うことで、環境基準を達成し維持するとともに、環境負荷の低減に努めま

す。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

 ○公用車の使用を控え、窒素酸化物の排出を抑制します。 

○市内を流れる河川の水質汚濁の状況を定期的に把握します。 

○工場・事業所の排水、排出ガスの測定を定期的に行い、必要な指導を行います。 

○下水道未設置箇所について個別排水処理も考慮し効率的な施設整備を進めます。 

○土壌汚染調査を定期的に行います。 

○大気、水質、土壌、悪臭に対する苦情の解決を図ります。 

②市民 

○公共下水道供用区域では、公共下水道への接続に努めます。 

○環境に配慮した生活用品の使用に努めます。 

③事業者 

○排水や排出ガスを適正に管理します。 

○車両買い替えの際には低公害車の導入に努めます。 

○生産工程を適正に管理し、水質事故や土壌汚染を防止します。 

 

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

大気汚染物質対策事

業 

工場の排出ガスの分析を行い、基準を超えた工場に対して改善指

導を行い、大気環境の保全を図ります。 

また、大気環境中のアスベスト濃度を測定し、状況を把握します。 

光化学スモッグなどによる被害の未然防止を図るため、発生の監

視と注意報連絡体制の維持管理を行います。 

河川水質測定事業 
市内を流れる河川の水質を定期的に測定し、水質汚濁の状況を把

握します。 

工場・事業所排水対策

事業 

工場・事業所の定期的な立入検査を行い、排水基準の適合状況を

確認します。また、基準を超えた工場に対する改善指導を行い、

水質環境の保全を図ります。 

公共下水道水洗化普

及事業 

水洗化普及活動、公共下水道の接続に要する費用の一部助成など

を行い、公共下水道への接続を促進することで、公共用水域の水

質保全、生活環境及び公衆衛生の改善を図ります。 

土壌汚染測定事業 土壌汚染調査を定期的に行い、経年変化などを把握します。 

悪臭対策事業 悪臭に関する苦情に対する現地調査と原因者へ指導を行います。 
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（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

大気測定实施状況 

（平成２４年度） 

・二酸化硫黄、二酸化窒素、

浮遊粒子状物質は、環境基

準を達成 

・光化学スモッグ注意報は、

１日発令 

河川水質測定实施状況 

（平成２４年度） 

鳩川、目久尻川ともに 

・生活環境保全に関する項目

は、改善傾向 

・人の健康の保護に関する項

目は、環境基準を達成          

土壌の有害物質測定实施状況 

（平成２４年度） 

・有害物質２６項目は、すべ

て環境基準を達成 

 

 

 

４－２ 騒音・振動防止対策 

騒音・振動は、交通関係、工場・事業所、建設・解体工事から、掃除機、音響機器、ペ

ットの鳴き声などの生活に起因するものまで、問題となりうる発生源は多岐にわたってい

ます。 

厚木基地周辺の航空機騒音問題は、市民生活に大きな不安と支障を与える問題であり、

長年にわたりその解決に取り組んできました。引き続き、県及び周辺市と協力しながら、

抜本的解決を国に強く要請します。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

○道路の舗装面を適正に管理し、車両通行に伴う騒音・振動を抑制します。 

○工場・事業所から発生する騒音・振動について、基準を超えた場合は適切な対策を

講ずるよう指導を行います。 

○航空機騒音を継続して測定することにより騒音の实態を把握するとともに、航空機

騒音の抜本的解消に向けて、国に強く要請します。 

②市民 

○エコドライブを心がけ、自動車騒音に配慮します。 

○生活によって発生する騒音により、近隣に迷惑をかけないようにします。 
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③事業者 

○建設機械や工事用車両による騒音・振動で周辺に著しい影響を与えないよう配慮し

ます。 

○夜間や早朝に事業活動を行う際は、車両や運搬機械などの騒音・振動を軽減します。 

 

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

騒音測定事業 
騒音の实態を把握するとともに、環境基準に基づく統一的な評価

を行い、騒音対策の必要性や効果を把握します。 

 

（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

騒音測定实施状況 

（平成２４年度） 

・一般地域における環境騒音

は、すべての地点で環境基

準を達成 
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基本目標５ 【地球環境】 

低炭素社会を構築し、環境負荷の尐ないまちを目指します。 

 

【重点的な環境目標５】 

環境指標 基準値 目標 

一世帯あたりの電力使用量（年間）注 
（平成２４年度） 

３，４５０kWh 
基準値より減尐 

再生可能エネルギー導入促進に向けた取組みを進めます。 

※低炭素社会の構築を意識した取組みを進めます。               

【市民取組指標】電気自動車、住宅用太陽光発電設備などの導入状況 

注 一世帯あたりの電力使用量（年間） ＝ 電力使用量（年間） ／ 契約口数 

電力使用量（年間）と契約口数の数値には、小規模事業所などを含む。 

 

 

地球温暖化防止のためには、二酸化炭素に代表される温室効果ガスの排出量を削減し、

低炭素社会を構築することが必要です。 

温室効果ガス排出量の削減につながるのは、市民一人ひとりの行動や事業者の省エネル

ギー技術の導入などです。広域的な施策とともに、地域の取組みの積み重ねが重要です。 

エネルギーの効率的な利用、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入、電

気自動車の普及などの環境に配慮した取組みを推進し、低炭素社会の实現を目指します。 

 

《市民や事業者の意識》 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２３年度環境に関するアンケートより） 

 

 

 

計画の柱 

５－１ 省エネルギーの推進 

  地球温暖化の影響は、異常な猛暑、突発的な集中豪雨といった形で顕在化しており、今

を生きる私たちの生活だけでなく、将来世代の生活にも重大な影響を及ぼすことが懸念さ

れています。 

地球温暖化防止のためには、それぞれの主体が自らの役割を認識し、温室効果ガスの削

減に取り組むことが必要です。そのためには、化石燃料の使用を抑え、省エネルギーを推

■市内の環境で「地球環境」が、市民・事業者ともに「悪化している、やや悪化してい

る」の回答が最も多い状況です。 

■市に取り組んで欲しい内容で、市民・事業者ともに２番目に「地球温暖化対策（自然

エネルギーの活用など）の充实」をあげています。 

■普段の生活の中で心がけていることで、市民・事業者の７割以上が「節水、節電」を

あげています。 
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進するとともに、市民一人ひとりのライフスタイルやビジネススタイルを転換することが

必要です。 

  効率的なエネルギーの使用に関する情報の提供機会を拡大するとともに、家庭向けの環

境家計簿の配布、活用など、市民・事業者と一体となった取組みを進めます。 

   

（１）各主体の役割 

①市 

   ○「座間市地球温暖化防止实行計画」及び関連法令による市公共施設の計画的な省エ

ネルギー対策を進めます。 

   ○市・市民・事業者が一体となり、省エネルギーを推進できるような仕組みづくりに

努めます。 

   ○省エネルギーに関する情報を提供します。 

   ○道路の交差点を改良し、車両の滞留長の減尐による温室効果ガス排出の抑制に努め

ます。 

②市民 

   ○家庭でできる身近な省エネルギー対策に取り組みます。 

   ○環境負荷の尐ない製品の使用に努めます。 

③事業者 

   ○節電対策など、省エネルギーを意識した事業活動に取り組みます。 

   ○省エネルギー機器や高効率機器の導入、設備の高効率化に努めます。 

    

（２）具体的施策（市の事業） 

  事業名 施策の内容 

公共施設における省

エネルギー推進事業 

市公共施設の環境への負荷を低減するため、本市独自の環境マネ

ジメントシステムを運用し、率先して省エネルギー対策を推進し

ます。 

温室効果ガスの排出を抑制するために、「座間市地球温暖化防止实

行計画」により目標管理するとともに、市民・事業者の環境改善

意識の向上を図ります。 

電気自動車普及促進

事業 

走行中に二酸化炭素や窒素酸化物の排出のない電気自動車を購入

した市民・事業者に対し、購入費の一部を助成します。 

電気自動車の普及促進を図るため、市民が利用可能な電気自動車

急速充電器を設置する事業者に、設置費用の一部を助成します。 

ＬＥＤ防犯灯整備事

業 

ＬＥＤ防犯灯を新設することによる省エネルギー対策と、二酸化

炭素排出量の抑制を推進します。 

地球温暖化対策意識

啓発事業 

市民・事業者の地球温暖化対策意識の向上を目的として、講座や

講演会などを開催します。 
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（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

市内公共施設における温室効果ガス（二酸化炭素）削減率

（％） 

（平成２４年度） 

平成２１年度比３．８％削減 

平成２１年度：９，４５５t-CO2 

平成２４年度：９，０９２t-CO2 

電気自動車購入助成件数（件） 
（平成２４年度） 

１１件 

 

 

 

５－２ 再生可能エネルギーの推進 

  現在の主要なエネルギー源である石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料は、限りある資

源であり、そのほとんどを海外からの輸入に頼っています。近年、新興国の急速な経済発

展に伴って世界的にエネルギー需要が増加しており、エネルギー市場の不安定化が問題と

なっています。 

太陽光や太陽熱、水力、風力などの再生可能エネルギーは、環境への負荷が尐ないだけ

でなく、一度利用しても短時間に再生することが可能であり、エネルギー源として永続的

に利用することができます。 

  再生可能エネルギーの導入には、設備の設置費用がかかること、日照時間や風量など自

然条件に左右されるなど、様々な課題があります。 

  本市では、公共施設への太陽光発電設備の設置を進めていくとともに、市域における再

生可能エネルギーの利活用を積極的に進めます。また、新エネルギーの動向に関する情報

を提供します。  

 

（１）各主体の役割 

①市 

   ○公共施設への再生可能エネルギーの導入に努めます。 

   ○再生可能エネルギー関連設備などの導入に対し助成します。 

   ○国や県の支援制度に関する情報を提供します。 

②市民・事業者 

   ○太陽光発電設備などの再生可能エネルギーを利用した設備の導入に努めます。 
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（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

再生可能エネルギー

導入促進事業 

地球温暖化の防止や環境保全意識の高揚を図るため、住宅にスマ

ートハウス関連設備を設置する市民に対し、購入費の一部を助成

します。 

公共施設への再生可

能エネルギー導入推

進事業 

環境教育や公共施設における再生可能エネルギー導入推進の一環

として、太陽光発電設備などの設置に努めます。 

 

（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

住宅用太陽光発電設備設置状況 

（設置件数、総発電量。ただし市で助成したものに限る。） 

（平成２４年度） 

２０２件 

７７５kWh 

公共施設における再生可能エネルギー導入状況 

 

（平成２４年度） 

累計 ４件 
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基本目標６ 【環境教育・学習】 

ライフステージに応じた環境教育・学習、情報提供の機会の拡充を目指します。 

   

【重点的な環境目標６】 

環境指標 基準値 目標 

市ホームページや広報誌による環

境に関する情報の発信回数 

（平成２４年度） 

１１９回 
基準値より増加 

市民・事業者、特に児童・生徒の環境保全意識の向上を図ります。 

※環境教育・学習、環境に関する生涯学習の機会に積極的に参加します。 

【市民取組指標】学習会、自然観察会などへの参加状況 

 

 

基本目標１から５を实現するためには、市が十分に役割を果たすだけではなく、市民・

事業者の環境保全意識の増進と環境に配慮した行動が重要です。 

  環境問題は、市民・事業者の日常生活や生産活動に起因するため、ライフスタイルの変

化、消費拡大にともなうごみ問題、生活排水による河川などの水質汚濁、自動車交通量の

増大にともなう温室効果ガス排出量の増加、騒音問題など、人と環境との関わりについて

理解と認識を深め、環境への負荷の尐ない生活や事業活動を推進することが必要です。 

環境教育・学習には、自然分野のみならず、総合的な教育や学習が求められます。 

  国連が提唱している「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ：Education for Sustainable 

Development）」は、環境に配慮しつつ経済、社会が公正に発展することを目指し、各主体

が連携・協働しながら地域間、世代間の公平を实現することを目的とした教育です。環境

教育・学習はＥＳＤとの関わりからの検討も必要です。 

  環境に配慮したライフスタイルの普及、定着を目指した環境教育・学習、自主的な環境

配慮と環境負荷の尐ない事業活動への取組み、正確な環境情報の提供と市民・事業者の環

境教育・学習機会を拡充するよう、将来世代をも視野に入れた環境意識などの向上を図り

ます。 
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《市民や事業者の意識》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２３年度環境に関するアンケートより） 

 

 

 

計画の柱 

６－１ 環境教育などの推進 

  環境問題は現世代だけで解決できる問題ではなく、特にこれから先の将来を担う児童・

生徒への環境教育・学習機会の充实は優先的な課題です。 

地域における環境保全活動を進めるためには、市・市民・事業者が一体となり、連携・

協働することが重要です。そのためには、家庭や地域、学校、職場における環境教育・学

習を推進し、環境に対する関心や理解、知識を深め、地域において取り組まなければなら

ない環境問題は何なのか、解決のためにはどのような取組みを進めることが効果的なのか

などを理解し、具体的な行動につなげることが必要です。 

  また、環境教育・学習の機会は学校での教育だけでなく生涯学習においても設けること

が必要です。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

○児童・生徒をはじめ、市民・事業者が自然にふれるなどの、体験を通じて環境に対

する意識を深められるようなイベントや学習機会を提供します。 

   ○小中学校において、環境にやさしい取組みとして「レッツトライひまわり環境ＩＳ

Ｏ」を進めます。 

   ○生涯学習における環境教育の機会の充实を図るとともに、市民団体などによる環境

教育・学習の講座を支援します。 

②市民 

   ○環境教育・学習の機会や体験イベントなどに積極的に参加し、知識を深めます。 

■環境保全活動に関する情報収集で、市民・事業者ともに「テレビや新聞」に次いで

「市や県、国などの広報誌」をあげています。ただし、「環境保全イベントに参加し

て収集」は市民・事業者ともに数％です。 

■環境保全活動に関する取組みへの参加では、ほとんどの方が「自分の身の回りだけ

で行っている」にとどまり、「環境保全イベントに参加」や「環境保全活動団体に参

加・中心的に運営」は数％です。 

■市民の意見；「多様化、複雑化した環境問題は遠まわしかも知れませんが、教育が一

番。環境に配慮できる人間をつくることが大事と思われます。」 

■市民の意見；「市の取組み内容が具体的に見えてこない。広報活動が不足しているよ

うに感じる。ホームページなどで取組みをもっとアピールして欲しい。現在のホー

ムページは見にくい。」 
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   ○環境教育・学習や自然体験活動などに参加します。 

③事業者 

   ○環境教育・学習の場や機会、人材の積極的な提供に努めます。 

○事業活動における環境配慮を市民に理解してもらうとともに、地域活動へも参加し、

地域とのつながりの強化に努めます。 

   ○ＣＳＲ（企業の社会的責任）として、事業所の見学会や環境教育・学習の实施に努

めます。 

 

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

環境保全意識啓発事

業 

市民・事業者の環境保全意識の向上を目的とした事業を实施しま

す。 

「レッツトライひまわり環境ＩＳＯ」の取組みを推進し、小中学

校の児童・生徒の環境保全意識を啓発します。 

環境教育の一環として、学校への太陽光発電設備の設置、壁面緑

化、中庭などの芝生化などを推進します。 

教職員研修事業 教職員の資質向上を図るための専門的・技術的研修を行います。 

市民自主企画講座開

設事業 

生涯学習に取り組む市民団体の支援と市民自主企画講座の企画、

運営を支援します。 

また、生涯学習推進のために、自主的な団体、グル－プの学習活

動を支援するとともに、指導者や専門的知識をもった人材の育成

を行います。 

 

（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

学習会の实施状況 

（環境講演会、水辺環境教室、ざまっ子環境教室、公民館な

どの環境学習会の实施回数、参加者数） 

（平成２４年度） 

３回 

１０９人 

「レッツトライひまわり環境ＩＳＯ」实施状況 

（重点的な取組みと取り組んだ学校数） 

（平成２４年度） 

・緑化活動      ９校 

・美化、清掃活動   ３校 

・ごみの減量、分別、 

リサイクル    １２校 

・節電、節水     ４校 

環境教育研修講座实施状況 

（環境教育研修講座实施回数） 

（平成２４年度） 

１回 
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６－２ 環境情報の公開 

  環境問題に対する関心や理解を深め、实際の環境保全活動に結び付けるためには、環境

問題について知るためのきっかけづくりが重要です。そのためには、様々な機会を通じて

環境問題に関する情報を提供できる仕組みをつくります。 

 

（１）各主体の役割 

①市 

   ○環境情報を提供できる仕組みをつくります。 

○市内の環境の現状を公開します。 

○環境施策とその成果を公開します。 

②市民、事業者 

   ○公開、提供された環境に関する情報の収集に努めます。 

   ○情報共有のために環境保全活動などの情報の発信に努めます。 

  

（２）具体的施策（市の事業） 

事業名 施策の内容 

環境情報提供事業 

環境保全、省エネルギー、リサイクル活動について副読本を使用

した学習により、児童・生徒の環境意識の増進を図ります。 

市民・事業者に対して市内の大気、水質、土壌の汚染状況、騒音・

振動などに関する情報を提供します。 

教育研究事業 

小中学校教職員を教育研究員に委嘱し、教育に関する基礎的、専

門的な分野や学校教育の場における今日的課題について調査研究

を行い、その成果を刉行物、研究発表会などを通じて学校教育に

反映します。 

 

（３）進行管理指標 

指標 現状（値） 

情報提供实施状況 

（平成２４年度） 

環境副読本「わたしたちと

環境」、環境の概況、環境家

計簿、湧水ざまップ、助成金

に係るパンフレット、イベン

トにおけるパネル展示など

による情報提供を实施 
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２ 市民・事業者の参加、協働による施策の展開に向けて 

 

各基本目標を達成に近づけていくためには、市民・事業者が環境の保全及び創造に関す

る取組みへ積極的に参加するとともに、市民・事業者と市が協働を基調にした施策を展開

することが必要です。 

各主体による参加、協働、意見の交換、情報の提供・共有を進めることで、環境施策の

効果的な推進を図るとともに、環境の保全及び創造に取り組む人材の育成、市民・事業者

の環境の保全及び創造に関する活動への自主的な参加を促進します。 

 

【環境の保全及び創造に関する活動への参加、協働】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境の保全及び創造に関する意見の交換】 

     

 

 

 

 

 

 

 

【情報の提供・共有】 

 

 

 

 

① 環境に関する講演会などへの参加 

環境問題への関心と理解を深め、考えるきっかけとなるような講演会などに参加

し、効果的な環境保全活動につなげます。 

② 環境に関するイベントへの参加 

市や環境関連団体が实施するイベントや環境保全活動へ参加し、環境保全意識の向

上につなげます。 

 

① 環境に関する市民意見の収集 

アンケートなどの实施により、市民・事業者の環境に対する意見、要望を把握し、

市民・事業者の意見を踏まえた環境政策を推進します。 

② 環境に関する専門家の派遣 

環境保全推進アドバイザー派遣事業の活用により、環境学習や意見交換の機会を設

けます。 

 

④ 相互提案型協働事業などを活用した取組み 

相互提案型協働事業などを活用して、協働により環境に関する様々な課題の解決に

取り組みます。 

① 計画の進捗状況の公表 

第３章、第４章で設定した目標や施策の進捗状況を毎年分かりやすい形で公表しま

す。 

 

③ 協働による環境保全活動 

市民団体との河川清掃、美化デーにおける市民総ぐるみの清掃活動、アダプト制度

による美化活動などにより、協働による環境保全活動に取り組みます。 
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【市民・事業者の参加、協働による施策の推進】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市内の環境に関する情報提供 

市内の大気、水質、土壌の汚染状況、騒音・振動、地球温暖化対策などに関する情

報を提供します。 

 

③ 環境に関するイベントなどの結果報告 

市や環境関連団体などが实施するイベントや環境保全活動などの实施結果や成果

を市ホームページなどに公表し、市民・事業者の環境保全意識の向上を図ります。 

 

④ 市民・事業者の環境保全活動に関する情報の提供・共有 

環境関連団体、事業者、小中学校、保育園などが取り組んでいる環境保全活動につ

いて、市ホームページなどで活動内容を紹介し、情報共有機会を増やすことによって、

さらなる活動推進につなげます。 

 

 

環境の保全及び創造に 

取り組む人材の育成 

 

参加、協働による環境

施策の効果的な推進 

市民・事業者の環境の保全及び

創造に関する活動への自主的な

参加 

意見の交換 

環境に関する市民意見の収集 

（アンケート・パブリックコメントなど） 

環境に関する専門家の派遣 

（環境保全推進アドバイザー派遣事業） 

参加、協働 

環境に関する講演会などへの参加 

環境に関するイベントへの参加 

協働による環境保全活動 

 相互提案型協働事業などを活用した取組み 

情報の提供・共有 

計画の進捗状況の公表 

市内の環境に関する情報提供 

市民・事業者の環境保全活動に関する情

報の提供・共有 

環境に関するイベントなどの結果報告 
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第５章  

計画の推進体制と進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 推進体制 

２ 進行管理 

３ 市民・事業者の参加、協働による環境の保全及び創造に関する活動の推進について  
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第５章 計画の推進体制と進行管理 

 

 

１ 推進体制  

  本計画を着实に推進するために、市・市民・事業者が、将来の座間の環境の保全及び創

造に対しての役割を認識し、それぞれに、または連携・協働して、施策、事業や環境負荷

の尐ない活動を实施します。広域的な課題に対しては、国、県、近隣自治体との連携を図

りながら、環境保全の体制を強化します。 

  また、市は、総合的かつ計画的な環境行政を推進するために、基本条例第１８条に基づ

き設置している「座間市環境政策推進会議」において、関連事業の調整など、全庁的な合

意形成を図りながら、計画を推進します。 

 

 

２ 進行管理 

  本計画は、各基本目標に設定した「環境指標」と各計画の柱に設定した「進行管理指標」

の点検・評価により進行管理をします。指標の点検・評価は、環境政策推進会議事務局（環

境政策課）を中心に行い、市民、学識経験者、関係行政機関、環境関連団体の代表から構

成される「座間市環境審議会」に報告するとともに、年次報告書などで公表し、全市的に

計画を推進します。 

  また、本計画に掲げた市の取組みについての点検・評価、見直し、その結果をさらにそ

の次の取組みへとつなげていくために、「計画（Ｐｌａｎ）」、「实施（Ｄｏ）」、「点検・評価

（Ｃｈｅｃｋ）」、「見直し（Ａｃｔｉｏｎ）」というＰＤＣＡサイクルを確立し、進行管理

を進めるシステムを構築します。 

【計画の推進体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民 

事業者 

連携・協働 

 

環境政策推進会議 

関係各課 

市 

国・県 

他の地方公共団体 

環境審議会 

計画の策定・見直し 

計画の進捗の確認 

連携・協力 

連携・協力 
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【計画の進行管理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ（計画） 
○ 計画の策定 

○ 計画の見直し 

 

【望ましい環境像】 

『豊かな水と緑を守り育て 未来へつなぐ  

人と環境にやさしいまち ざま』 

 

Ｄｏ（实施） 
○ 市における施策、具体的事業の实施 

○ 市民・事業者の参加、協働による環境施策の实施 

 

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価） 
○ 市における施策、具体的事業についての点検・評価（一次評価） 

○ 環境審議会における評価（二次評価） 

○ 年次報告書の作成、公表 

 

Ａｃｔｉｏｎ（見直し） 
○ 施策、具体的事業の見直し 

○ 推進体制の見直し 

○ 進行管理システムの見直し 

環境審議会、市民・

事業者の提言 
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３ 市民・事業者の参加、協働による環境の保全及び創造に関する活動の推進について 

 

本計画は、基本条例に基づき、本市のかけがえのない恵み豊かな環境を保全及び創造し、

将来世代へ引き継ぐことを目的としています。また、本市の環境の将来像である「望ましい

環境像」や、それを实現するための目標と具体的な市の施策、市・市民・事業者それぞれの

役割を示し、各主体が各々の役割を果たすための、また一体となって取り組みを進めていく

ための手掛かりとなるものです。 

今日の環境問題は、複雑多様化しており、私たちの生活を脅かす深刻な問題となってきて

います。その影響の緩和や解決のためには、市民・事業者の参加、協働による環境の保全及

び創造に関する活動を進めることが重要です。 

本計画「第４章 ２ 市民・事業者の参加、協働による施策の展開に向けて」では、市民・

事業者の参加、協働による施策の展開のために、「環境の保全及び創造に関する活動への参加、

協働」、「環境の保全及び創造に関する意見の交換」、「情報の提供・共有」の３つの柱を掲げ

ています。これらを進めることで、環境施策の効果的な推進を図ります。
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【参考】市民・事業者の環境意識と行動
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○ 市民・事業者の環境意識と行動 
 

平成２４年度に施行された基本条例の制定と本計画の策定にあたり、市民・事業者の環

境に関する意識及び行動（身近に感じている環境問題、身の回りの環境の変化、環境保全

活動において意識していることなど）を把握するため、アンケートを实施しました。 

  また、これからの座間市を担っていく世代を対象に、日常生活における環境保全意識に

ついて、アンケートを实施しました。 

 

１ 実施方法 

 【環境に関するアンケート】 

調査対象  ２０歳以上の市民：２，５００人（無作為抽出） 

  市商工会に加盟している事業者：２００社（無作為抽出） 

調査方法  郵便による調査票の発送、回収 

調査期間  平成２３年７月２５日（月）～１１月３０日（水） 

回収状況 

 

 

 

 

  

【将来の世代の環境保全意識に関するアンケート】 

調査対象  市内中学校６校の中学二年生 

調査方法  調査票の配布、回収 

調査期間  平成２４年１０月２５日（火）～１１月９日（金） 

回収状況  ９６２（有効回収数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 発送数 有効回収数 回収率（％） 

① 市民 ２，５００  ８８１  ３５．２％ 

② 事業者 ２００  ８９  ４４．５％ 

全 体 ２，７００ ９７０ ３５．９％ 
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（上段：市民 下段：事業者） 

２ アンケート結果の概要 

【環境に関するアンケート】（市民・事業者） 

 

問１ 今後、地域環境や地球環境を良くするために、市に取り組んで欲しい内容はあり

ますか。〈選択は１つ〉 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今後、地域環境や地球環境を良くするために、市に取り組んで欲しい内容」は、市民・

事業者ともに「公害（騒音、振動、悪臭、大気汚染、水質汚濁など）対策の充实」、「地球

温暖化対策（自然エネルギーの活用など）の充实」の順です。 

 

問２ あなたは市内の環境について、数年前（５～１０年前）と比較してどのような実

感をお持ちですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市内の環境について、数年前（５～１０年前）と比較」して、「良くなっている、やや

良くなっている」の回答が最も多いのは「ごみ問題」です。逆に、「悪くなっている、やや

悪くなっている」の回答が最も多いのは「地球環境」です。 
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問３ あなたは普段の生活の中で、環境保全に対して心がけていることはありますか。 

〈選択は３つまで〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「普段の生活の中で、環境保全に対して心がけていること」では、日常生活に身近な「節

水、節電」や「ごみの分別・資源の有効活用やごみの発生抑制」の回答が多く、それぞれ

７割以上です。 

 

問４ あなたは環境保全活動に関する情報収集を行っていますか。〈選択は３つまで〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「環境保全活動に関する情報収集」では、市民・事業者ともに同様の傾向を示しており、

「テレビや新聞を見ている」が最も多く、次いで「市や県、国などの広報誌で見ている」、

「インターネットで探している」です。公的機関の広報誌は、重要な情報収集の手段と認

識されています。 
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問５ あなたは環境保全活動に関する取組を行っていますか。〈選択は１つ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「環境保全活動に関する取組み」では、市民・事業者ともに同様の傾向を示しており、 

 「自分の身の回りだけ行っている」、「地域（自治会など）の活動に参加している」の順 

です。 

 

 

 

 

72.0%

12.8%

2.0%

0.0%

1.1%

11.2%

2.0%

52.8%

28.1%

2.2%

1.1%

2.2%

9.0%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自分の身の回りだけ行っている

地域（自治会など）の活動に参加している

環境保全活動団体に参加している

環境保全活動団体を中心的に運営している

環境保全イベントに参加している

何もしていない

無回答

市民

事業者
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【将来の世代の環境保全意識に関するアンケート】（市内中学校６校の中学二年生） 

 

問 あなたは環境に配慮し、普段、次のようなことに取り組んでいますか。特に取り組

んでいることに〇をしてください。（いくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「環境に配慮し、普段、取り組んでいること」では、「ごみの分別」、「ポイ捨てをしない」、

「節電」の順に多く、その取り組んでいる数（下図）は、２～５つが多く、将来の世代の

中学生は多くの「環境に配慮した取組み」を行っています。 
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（参考）取り組んでいる数（問の11項目より）


